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世界遺産の商品化に伴う環境問題の顕在化 

―チベット・フフシルにおける不法投棄問題を事例に― 

 

深見聡（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科） 

陳文聖（日中人文社会科学学会会員） 

 

 

要旨 

本論文では、チベット高原北部に位置する「フフシル」（Hoh Xil、可可西里）における世

界遺産の商品化に伴う環境破壊（廃棄物の不法投棄およびそれによる複合汚染など）につい

て、文献調査を通してその現状を明らかにし、その後の展望の提示を試みた。フフシルは世

界遺産に登録されて以来、観光活動で広範囲にわたる人的な移動によって廃棄物の不法投

棄問題が顕著になりつつある。何らかの環境対策が施されない限り、フフシルは世界自然遺

産としての価値を喪失するのみならず、更なる地域的な複合汚染を引き起こすことが懸念

され、これは地域住民の不安を募らせる主たる要因となりうる。したがって、本論文の後半

部では、「立法・監督・奨励・宣伝教育・社会信用」の側面からのアプローチにより総合的・

体系的に考察し、人々のあいだで自発的な環境保全の意識を育むことが重要である旨を示

した。 

 

キーワード：フフシル、不法投棄、複合汚染、世界遺産の商品化、環境教育 

 

1 はじめに 

1.1 フフシル地区の概要 

無人区であるフフシル地区はコンロン山脈から分かれた南支脈の総称で、「ホフシリ」「コ

コシリ」とも呼ばれる（図 1）。いずれもモンゴル語が由来となっており、「青い高原・青い

峰」を意味する。また、フフシル地区はフフシル国家級自然保護区1とは別概念である。フ

フシル地区は、中国における行政区画・省界にもとづくならば、「チャンタン（羌塘）自然

保護区」、「シンキョウアルチン（新疆阿尓金山）自然保護区」、「北コンロン（北崑崙）自然

保護区」、「青海三江源自然保護区」「青海可可西里自然保護区」の五つの自然保護区に分け

られ、平均標高は 4,500m〜4,800m、総面積は約 23.5 万㎡に及ぶ2。 

 
1 中国政府は 1996 年に「フフシル省級自然保護区」（青海省）の設立を承認し、1997 年には国

家級自然保護区（保護面積 4.5 万㎢）に格上げした。同保護区は 2016 年、三江源国家公園の管

理下に置かれ、同公園の重要な構成部分として厳格に保護・管理されるようになった。加えて

2016 年 10 月に『青海省フフシル自然遺産地保護条例』（2022 年改訂・増補あり）が施行され、

法的な保護が本格的に開始されるようになった。 
2 そのうち世界遺産の保護面積は 373 万 5,632ha、緩衝地域は 229 万 904 ha である。 
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フフシルは雪山

群や大河の水源地、

湖沼、湿地などを有

する。フフシルには

長江（揚子江）水源

地となる通天河の

支流である「楚瑪爾

河」がある。シンチ

ン（新青、6,860m）

やカンツアーリ（崗

扎日、6,305m）のよ

うな 6,000m 級を超           図 1 フフシルの位置 

える雪山群があり、 

低地には淡水湖の多爾改錯3（湖面高度 4,636m）や霍通諾爾湖（湖面高度 4,800m）のような

大小の湖沼（大半以上は塩湖）が約 300 箇所に点在し、その資源開発が期待されている。フ

フシルでは原始的な自然状態が比較的維持されており、チベット高原特有の種であるチル

ー（Pantholops hodgsonii）やオグロヅル（Grus nigricollis）など 74 種の脊椎動物を含め、230

種類を越える野生動物が棲息している。また、フフシルは気候変動や生態系の変化（世界の

気候変動を背景とする特殊な生存環境における種の形成、進化のメカニズム、生物の地理的

分布など）において非常に敏感な地域であり、その独特な生態系は「中国の生態系の源」と

されている。 

2017 年 7 月 7 日にポーランド・クラクフで開催された第 41 回世界遺産委員会において

「青海フフシル」が、中国の世界自然遺産として登録され、その自然美（登録基準ⅶ）と生

物多様性（登録基準ⅹ）の点が評価された4。 

 

1.2 フフシルにおける不法投棄に関する先行研究 

フフシルのごみの不法投棄について李啓彬らによれば、フフシルの環境汚染問題は 2006

年以前から多発していたと指摘されており、主に観光客や長距離トラックが利用すること

の多い G109 国道（北京市とチベット・ラサ(拉薩)市を結ぶ国道で、別名「京拉公路」）の

一部である「青蔵公路」（青海省西寧市とラサ市を結ぶ国道）の沿道に集中している5。また、

 

 
3 「錯」は「措」とも音写し、「湖」という意味を指す。 
4 ユネスコの登録基準について、UNESCO World Heritage Convention のホームページより参

照。https://whc.unesco.org/en/criteria、2022 年 2月 18 日閲覧。 
5 李啓彬・劉丹（2004）「青藏公路格拉段垃圾汚染現状及治理対策」『交通環保』3 号 12 頁〜13

頁、交通部環境保護科技信息網。 
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生態学者の崔鑫の研究によれば、次々と大量に押し寄せてきた観光客及び続々と転入した

牧民らによる生活ごみの不法投棄の増加に伴い、鼠害により草根を食い尽くされてしまい、

結果として自然植生資源および生態系バランスが破壊されたという6。 

他方で都市計画学が専門の于涵らの研究によると、フフシルが直面する主な脅威は密猟

であり、さらに牧畜、違法採掘、交通インフラの建設、気候変動など、社会的・自然的な要

因による脅威は依然として存在し、フフシルの生態系のバランスを撹乱する可能性が指摘

されている7。 

ほかには、フフシルの生態系(生物と自然環境の多様性)に関する日中両国の先行研究か

ら見るならば、生物保護学者の呂植をはじめ、地理学者の李炳元8や植物学者の武素功ら9、

地質学者の松本徰夫らなどによる、保全生態学や生物地理学、三江源10の水質調査、チベッ

ト高原の永久凍土研究についての知見がある。 

しかし、前述した先行研究ではフフシルが世界自然遺産に登録されて以降、「無人区」か

らエコツーリズム（生態観光）への転換に伴う廃棄物の不法投棄による複合汚染の懸念、環

境負荷の適応策については十分な検討がなされていない。広範囲にわたる人的な移動によ

って、廃棄物の不法投棄問題は顕著になりつつある。ところが、地元政府の不作為（保全に

関する政策の欠如や地域計画事業による脅威など）、メディアの言論・報道制限および中国

共産党により一元的に管理された NGO の機能縮減によって、前述の環境問題は隠蔽の懸念

さえ無視できない。そして、コミュニティー意識の希薄さから地元住民は世界遺産への関心

が薄く、「地域の誉れ」あるいは「金のなる木」として見る者が多数であるというのが現状

である。 

 

2 フフシルに関する問題提起 

2.1 世界遺産の商品化に伴うごみの不法投棄の深刻化 

「西部大開発」「一帯一路（The Belt and Road Initiative）」プロジェクトを受け、中国政府

はチベット高原でエネルギー開発・インフラ建設および辺境貿易などに力をいれている。特

に、世界遺産に登録されたことを契機にして、キャピングカーに代表されるマイカーツアー

 
6 崔鑫（2017）「自然生態保護区若干問題卑見—以可可西里自然保護区為例」『農家参謀』16 号

236 頁〜238 頁、河南省科学技術協会。 
7 于涵・鄧武功・賈建中（2018）「青海可可西里世界自然遺産地資源、価値和保護研究」『中国園

林』34 巻 6 号 106 頁〜111 頁、中国風景園林学会。 
8 李炳元（1990）「青海可可西里地区総合科学考察初報」『山地研究』（現：『山地学報』）3 号

161 頁〜166 頁、中国科学院・水利部成都山地災害与環境研究所・中国地理学会。 
9 武素功・張以茀・李炳元・可可西里総合科学考察隊（1991）「青海可可西里地区総合科学考察再

報」『山地研究』（現：『山地学報』）2 号 93 頁〜98 頁、中国科学院・水利部成都山地災害与環境

研究所・中国地理学会。 
10 「三江源」は揚子江・黄河、瀾滄江（メコン川の上流部を指す中国名）の水源地で、「中華

水塔」と称される。総面積は 36.3 万㎢で、青海省の総面積の 50.4%を占めている。 
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11の急増や、若年層の間での「朝聖心理（チベット文明に対する聖地巡礼の執着）」「セルフ

メディア12の流行」といった外因によってフフシルにおいて不法投棄が次第に深刻化しつつ

ある。世界遺産にもたらされた観光ブームに応じて、G109 国道沿線の納赤台、西大灘、不

動泉、五道梁、沱沱河、雁石塀のあたりには鉄道の保線作業員や守兵13ら約 200 人が駐在し

ている。多数のサービスステーション（食堂、修理工場、ガソリンスタンド、売店など）が

揃っていることから、プラスチック製飲料用ボルトなどの容器包装由来の廃棄物が急増し

ているようである。また、サービスステーション14の増設に伴い、宅配の量も次第に増加し

ており、梱包材の段ボールやプラスチック容器などの多くがごみとして捨てられることが

問題になっている。 

 

事例 1 

『経済観察網（Economic Observer）』による実地インタビューを通じて環境汚染の事態が

再び注目されている。2019 年 9 月 17 日の『経済観察網』15の報道によると、衛星通信固定

ステーションの周辺には電波塔由来の産業廃棄物16をはじめ、生ごみ、缶や瓶などが散見さ

れる。また、2021 年 5 月 28 日と 6 月 11 日にそれぞれフフシルを訪れた旅行者から、「フフ

シル一帯で巨大な帯状のごみ溜め現象が再現した」と『経済観察網』17へ報告があり、証拠

となる多数の写真や映像が提供され、汚染が再び進んでいることが明らかとなった。ごみの

不法投棄は五道梁18の付近にあり、長さ約 200m、幅は 20m、高さは約 0.5m である。中には

動物の死体、プラスチックやペンキ缶などの産業廃棄物、医療機関（診療所）から出された

 
11 マイカーツアー（My car tour、或いは Self-Drive car tour）：観光の移動手段として自家

用車を用いることを指す。 
12 セルフメディア（Self-Media）：主に自分自身のブランド・収益の向上をさせるために、

TikTok や youtuber などのウェブソーシャルサービスを介した情報発信のことを指す。 
13 「守兵」について、「社会や政権の安定を守る兵士」の意味ではなく、「密猟」「盗伐」など

の違法行為から守るための駐留部隊のことを指す。また、守兵のほか、地元チベットのコミュ

ニティーによって自発的に集結された「密猟守衛隊」も存在する。 
14 大手配送業者によって建てられたサービスステーションであり、主として業務用の荷物

を保管するところを指す。また、ごみを持ち運び出す際、臨時的なトランスファーステー

ション（Transfer Station）の役目を果たす場合もある。 
15 金冠時（2019）「触目驚心 青藏公路沿線垃圾問題已経形成厳峻挑戦」『経済観察網』、2019

年 9 月 17 日。http://www.eeo.com.cn/2019/0917/365774.shtml，2021 年 8 月 5日閲覧。 
16 タワー型の通信信号基地（Communication Signal Station）のことを指す。 
17 李微敖（2021）「青藏高原可可西里地区再現巨大露天垃圾帯」『経済観察網』、2021 年 6 月 20

日。http://www.eeo.com.cn/2021/0620/492245.shtml，2021 年 8 月 4 日閲覧。 
18 「五道梁」は地名であり、海抜は 4,675m。チベット族、漢族や回族出身の守兵、保線整備員

や気象観測員など 600 人ほどが駐在している。フフシルを眺める展望台のほか、通り過ぎる運

転手や旅行者用の旅館や売店も揃ってある。また、五道梁周辺にはいくつかの伝統的なチベッ

ト集落がある。フフシルは世界遺産に登録されると同時に、観光開発によってその地域に住む 

チベット民族が別の場所に移住せざるを得なくなる可能性が高いとチベット亡命政府の間では 

議論されている。 
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感染性廃棄物、食堂やサービスセンターから出された一般廃棄物19などがあり、異臭も放っ

ている（図 2、図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆者は廃棄物の不法投棄の処理について、フフシルにある索南達傑保護センター・フフシ

ル自然保護区管理局・三江源国家公園曲麻莱管理センターに聞き取りを行なったところ、以

 
19 中国では、廃棄物全般に関する基本法として、下記の 3 つの法律が制定されている。本稿で

は基本情報のみ提示する。『固形廃棄物環境汚染防止法』（1995 年公布、1996 年 4 月 1 日施行、

2020 年 4 月 29 日最新改正、同年 9 月 1 日施行）、『クリーン生産促進法』（2002 年公布、2003

年 1 月 1 日施行、2012 年 2 月 29 日改正、同年 7 月 1 日施行）、『循環経済促進法』（2008 年制

定、2009 年 1 月 1 日施行）、『国家危険廃棄物リスト』（2016 年 6 月 14 日改正版公布、2016 年 8

月 1 日施行）。中国の廃棄物規制に関する法規制の詳細に関して、EnviX のホームページを参

照。https://www.envix.co.jp/region/asia-oceania/cn/cn-waste-reg/ (2022 年 8 月 17 日閲

覧)。なお、中国における生活ごみの分別について、2017 年 3 月に国家発展改革委員会と住宅

都市建設部によって「生活ごみ分別制度実施計画（中国語：《生活垃圾分类制度实施方案》）」が

公表され、中国全土 46 主要都市にわたって罰則付き・義務化される「強制分別」が押し広げら

れていた。また、同条例では生活ごみを「リサイクル資源（缶や瓶、衣類、プラスチックな

ど）」「有害ごみ（電池・蛍光灯など）」「湿ったごみ（生ごみなど）」「乾いたごみ（汚れた紙屑

やおむつなど）」4 種類と大別されるようになった。 

図 2  フフシルにおける不法投棄の実  

態(1)（場所：五道梁、撮影時日 2021 

年 5月 28 日） 

注:フフシルを訪れた旅行者が『経済  

観察網（Economic Observer）』へ提供し

た写真｢青藏公路可可西里沿線問題明

顕改観其他多個区域仍随意丢棄｣ 

URL:https://www.sohu.com/a/492823397

_118622（最終閲覧日:2022年6月1日） 

図 3 フフシルにおける不法投棄の実

態(2)（場所：五道梁、撮影時日 2021

年 6月 11 日） 

注:フフシルを訪れた旅行者が『経済

観察網（Economic Observer）』へ提供

した写真「青藏高原可可西里地区再現

巨大露天垃圾帯」 

URL:https://www.sohu.com/a/47308908

0_118622（最終閲覧日:2022年6月1日） 
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下のような主旨の回答を得た。 

 

 これまでにフフシルの環境保全活動について、地域住民や外部のボランティアにより結

成した巡視チームによってごみ回収、埋め立て、焼却や環境保全の指導を行ってきたが、現

時点ではごみの実態調査についての正確な統計データはおろか、明確な分類も実施されて

いない。 

 

フフシルにとって繰り返される廃棄物の不法投棄はすでに最大の「負の遺産」と化してい

る。フフシルの五道梁は G109 国道でチベット自治区のラサへ連絡する唯一のルートである

ため、おのずと長距離運転車両の休憩所やマイカー利用者の逗留場所にもなっている。また、

三江源国家公園曲麻莱管理センターへ筆者がおこなった聞き取り結果から 2021 年時点でレ

ストラン（料理店を含む）17 軒、車の補修サービスセンター7 軒、ガソリンスタント 2 軒、

旅館 3 軒、診療所 2 軒、商店 9 軒が立地している。 

さらに、五道梁はフフシル自然保護区内にあるため、埋立地がなく、地元遊牧民やホテル

や民泊の生活ごみ、通過観光客によるポイ捨てなどの不法投棄は依然として多発している

と見られる。たとえ地域住民や外部のボランティアによって一時的に現状を回復させたと

しても、適切な管理策を講じなければ、環境汚染問題は再燃する可能性が高い。なお、自然

環境などの深刻な悪化、保存政策の欠如などを理由に世界遺産の危機遺産リスト入りして

しまうと、中国政府は「世界遺産を守る力はない」とみなされてしまうと言っても過言では

ない。 

 

2.2 複合汚染の懸念 

ごみの不法投棄は青海三江源国家自然保護区の揚子江水源地エリアに位置することから、

水源地への複合汚染も懸念を抱かざるを得ない。特に揚子江水源地のエリアを流れるコン

ロン川沿岸には複数箇所のごみの不法投棄があって、コンロン川がゴルムド川（格爾木川）

の上流であり、格爾木川は 20 万人ほどの生活用水を供給している。有害物質（重金属類、

ポリ塩化ビフェニルのような有機塩素化合物、ダイオキシン類など）を含む廃棄物の不法投

棄現場では、雨（水）や空気（酸素・二酸化炭素などによる化学的作用）、あるいは風化・

熱など（物理的作用）によって変質し、目視の難しい地下水などを介して汚染が投棄地周辺

に拡散する恐れがある。加えて、有害物質は複数存在する場合が多いことから、廃棄物組成

が特定できない。 

事例１として取り上げた、プラスチック廃棄物による環境被害はとりわけ見過ごされが

ちである。プラスチック類は有機物（人工的に合成して作った高分子化合物）であって、そ

もそも地球上には存在しなかったため、自然界において分解する作用がない20。たとえ熱酸

 
20 八太昭道（2006）『新版 ごみから地球を考える』151 頁、岩波ジュニア新書。 
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化分解や光分解によって肉眼で確認できないほど微細になったとしてもマイクロプラスチ

ックとして自然界に蓄積し存在しつつあるため、況して海抜の高いフフシルでの回収はな

おさら困難となる。 

また、G109 国道はフフシル自然保護区の東側、三江源自然保護区の西側を貫いており、

野生動物観賞区は G109 国道から 2km 離れた場所にあるため、不法投棄による野生動物へ

の物理的な摂食阻害（誤食）、プラスチック由来の化学物質が食物連鎖を通じて野生動物の

体内へ移行して起こる毒性（毒害）などが危惧される。山下麗らの先行研究によれば、プラ

スチックにはさまざまな化学物質が吸着・添加されているため、プラスチックを摂食すると

同時に化学物質も一緒に摂取するということになる21。事例１から、五道梁付近のごみ溜め

では複数の動物の死骸が発見された以上、すでに野生動物に影響を及ぼしつつあるかもし

れない。加えて、人々の頻繁な移動により廃棄物の不法投棄を広範囲に拡散させてしまうリ

スクが残っている。何らかの環境対策が施されない限り、不法投棄は繰り返され、景観破壊

のみならずさらなる地域的な複合汚染を引き起こすことが憂慮される。 

 

2.3 不完全な世界遺産管理制度 

地元政府は野生動物の保護についての業務実績があったものの、環境保全に関して責務

が果たされておらず、現地調査・情報伝達・友好協力・共同管理は事実上、重視されていな

い。すなわち、青藏国道を貫く五道梁付近は、不法投棄が玉樹州治多県索加郷と曲麻莱県曲

麻河郷の境界に挟まれており、管理責任者が不明という現状がある。無人区であることから、

地元政府はごみの分別、定期的な清掃活動どころか、普段のパトロールの実施が徹底されな

かった。 

しかし、フフシルはかつてから無人区とされていたものの、実際に「無人」ではない。波

平元辰らの先行研究によれば、砂金の不法盗採、野生動物の密猟、遊牧民族による過剰放牧、

無許可の横断探検活動など、人間活動は絶えず続いている22。 

その根本的な原因は中国の不健全な世界遺産管理制度にある。中国では現行の世界遺産

管理制度は文化遺産と自然遺産とを二元的に分離され、文化遺産（文化的景観を含む）の推

薦を中国国家文化遺産局が、自然遺産を中国国家林業草原管理局が担当し、文化遺産と自然

遺産が混合している。具体的な保全・管理の過程に関して、縦割りの専門管理部門と横割り

の自治体部門との間で、管理の面で混乱が起きているのである。 

なお、中国における文化遺産保護に関する法体制は日本の総合的立法方式とは違い、一箇

所の世界遺産に対して、一つの保護条例や管理弁法などが制定され公布される単行的立法

 
21 山下麗・田中厚資・高田秀重（2016）「海洋プラスチック汚染：海洋生態系におけるプラス

チックの動態と生物への影響」『日本生態学会誌』66 巻 1 号 51 頁〜68 頁、日本生態学会。 
22 菊地和夫・波平元辰（1999）「第三章「青い高原」に生きる人びと−-苛烈な自然との共生」

『日中可可西里学術探検隊記録 遙かなり秘境可可西里 崑崙を越えて』松本徰夫（編著）157

頁〜208 頁、NHK 出版。 
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である。その単行的立法の欠点について、法学者の周超は、単行的立法は特定領域にのみ対

応し制定されるものであって、他の法規が対象とする領域と齟齬を生じさせる可能性を指

摘している23。 

 

3 フフシルをめぐる今後の不法投棄の削減対策 

先行研究では、啓発看板の増設を通じて観光客に対する環境マナーの宣伝や軽犯罪の取

り締まり強化・罰則化を導入すること、そしてごみ収集スタントの増設・ごみの定期回収の

回数を増やすことなどの提案がなされている。確かに啓発看板の増設や罰金制度によって

一時的に人々の意識を地域の環境に向けさせ、皆で環境保全に取り組む即効性を得たとい

うものの、景観面のほか、「生態移民」24のマイナス影響（例えば地元チベットが他所へ移住

後の言語の不通25や漢民族との文化の差異による就業困難、生活不適応にもたらされたスト

レスなど）、ごみ収集スタントの増設に伴う材料コストや人件費の捻出などを無視してはい

けない。長期的に考えると、フフシルを訪れた人々の自覚を促す効果が弱まり、環境意識を

育むどころか、激増する人工物はかえって不快な観光体験につながり、反感を買う人々も次

第に増えていくことも否めない。フフシルにおけるごみの不法投棄について地元政府はフ

フシルを訪れる人々に対し、彼らの道徳に訴えることより、責任を持って環境保全に取り組

むことが不可欠である。 

フフシルにおいて人的活動がある以上、野生動物の保護というよりむしろ、それと接する

人間の行動を制約・誘導すべきだと考えられる。したがって政府による主導を前提として、

フフシルで起こっている環境汚染の現状に焦点を合わせて、政府・企業・地域住民・観光客

などによる参加型環境保全を推進することを提言したい。なお、繰り返される不法投棄問題

を減少させるには、今後の課題として中国におけるメディア統制の解禁、コミュニティの参

与（拡大）そして NGO の育成にも注力する必要がある。したがって、筆者がフフシルの環

境汚染の適応策について「立法・監督・奨励・宣伝・社会信用」の面から述べていく。 

 

3.1 立法：現状に応じて細分化した法案を新たに制定すること 

現行の『中華人民共和国自然保護区条例』（1994）、『中華人民共和国野生動物保護法』（1989

制定、2018 改訂）、『青海省可可西里自然遺産地保護条例』（2016 制定、2022 改訂）など挙

げられる。これは、野生動物を保護する規定が主なものだったが、フフシルの地域住民や観

 
23 周超（2012）「日中無形文化財保護法の比較研究」『文明 21』29 号 43 頁〜53 頁、愛知大学国

際コミュニケーション学会。 
24 別所裕介(2014)「「生態移民になる」という選択：三江源生態移民における移住者の生計戦

略とポスト定住化社会をめぐって」<論説>『アジア社会文化研究』15 号 65 頁〜93 頁、アジア

社会文化研究会。 
25 中国の少数民族地域では、これまで「双語教育」（二言語併用教育政策）が 1950 年代に始まっ

たため、特に多くの年配者や中年層とのコミュニケーションが成り立ちにくいのが現状である。

また、二言語併用教育政策が採られていない少数民族地域が存在しており、「完全に普及」とは

言えないのである。 
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光者の行動を制約する条例や廃棄物の分別および処理に関する地方自治法は十分に整って

いない。とりわけ世界遺産に登録されて以来、利用者（観光客など含む）のニーズに応えら

れていない現状が見られる。 

したがって、直接規制的手法を用いて、「行為規制」26および「パフォーマンス規制」27両

面からフフシルのごみの不法投棄を抑えるアプローチが考えられる。フフシルで繰り返さ

れる環境汚染の現状に焦点を合わせて、政府・企業（開発元）・地域住民・観光者などによ

る参加型環境保全を前提とし、現有の『中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法』（1996

年制定、2005 年改定）に基づいて、法律を細分化するのが肝要である。例えばごみの発生

を抑制するというアプローチから、容器包装の製造・販売事業者などに分別収集された容器

包装のリサイクルを義務づけさせる「容器包装リサイクル法」や、地域住民や観光客に適正

なリサイクルおよび処分を確保する「廃棄物分別・処理法」、建設工事の受注者や発注者な

どに解体や廃棄物のリサイクルなどを義務付づけさせる「建設リサイクル法」など、フフシ

ルの汚染現状をめぐる具体策を立てねばならない。 

加えて、フフシルでは人的な活動がある以上、地方法規（常用基準）を見直すことも重視

しなくてはならない。要するに、環境基準、排出基準などをめぐって再検討すべき時機にあ

ると言えよう。さらに、今後繰り返される汚染事態を防ぐために、長期的・戦略的なスケジ

ュールを立て、目標達成に向けて計画進行を管理する手段が不可欠である。 

 

3.2 監督：衛星通信技術に基づくインターネット伝送・監視システムの駆使 

フフシルでは、絶滅の危機に瀕した種の生存状況を確認することや生息地のデータベー

スを管理するために 2012 年からリモートモニタリング技術を駆使した監視システムが導入

され、2017 年にはインターネット（衛星インターネットアクセス）28も開通した。しかし、

野生動物の安否確認というよりむしろ、それと接する人々の行動を制約すべき一定の必要

性もあると思われる。 

「客体的自覚理論」によると、人は自分に注意が向けられると、より適切な行動をとる29。

すなわち、自らに注意を向けた状態にあるときには、自己のある側面が顕著となり、その側

面に対して適切さの基準が顕現化するという。ゆえに、フフシルの環境保全法案をスムーズ

に実行するにはサポートとして衛星通信技術に基づくインターネット伝送、監視システム

 
26 「行為規制」とは：環境用語である「規制的手法」に属し、施設の立地や土地利用の規制の

意味をする。 
27 「パフォーマンス規制」とは：環境用語である「規制的手法」に属し、施設の排出性能など

の規制の意味をする。 
28 「衛星インターネットアクセス（Satellite Internet access）」とは：既存した「ADSL（電話

回線）,CATV（ケーブルテレビ回線）」を利用したブロードバンドや「光回線」及び「モバイルブ

ロードバンド（携帯、スマートフォン用）」と異なり、ブロードバンドという長距離のケーブル

部分が人工衛星とアンテナによる無線通信に置き換わっていることにより、「長距離ケーブル敷

設の必要がない」という強みが見られる。 
29 Duval, S., & Wicklund, R. A. (1972). A theory of objective self awareness. Academic Press. 
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の活用が重要である。このインターネット伝送、監視システムは政府が環境管理を行う際、

客観的な信頼できるデータを提供することにおいて重要な役割を果たす。なお、この技術の

実行可能性については、高坂晶子の著書『オーバーツーリズム 観光に消費されないまちの

つくり方』にも紹介された30。 

フフシルの不法投棄に適用すると、例えば、インターネットで実名予約制度を導入し、利

用者の人流を分散させ、混雑を回避させることができる。さらに、監視システムの導入に伴

い、従来の所持物の検査に加え、人工知能（AI）を搭載した顔認証システムと「モバイル空

間統計」に基づく移動軌跡を分析することによって、フフシルで不法投棄した違反者の特定

のみならず、他の犯罪抑止（密猟や盗難など）に効果を上げるようになることや救援など、

技術面からのサポートが期待できる。大衆が政府・大企業へと個人情報・行動記録を自ら提

供することと引き換えに、フフシルにおいて安全が享受されるとともに、「カメラによる受

動的な監視」から次第に「国民による自発的な監督」への移り変わり、すなわち「不安」か

ら「安心」への転換が実現し、パトロール強化に繋がることが期待される。ほかには、イン

ターネット伝送・監視システムを駆使し、トラブル発生時に状況検証ができるのみならず、

問題行動を防ぎ、マナー向上の効果や子供やお年寄りの安全を見守ることなど、全体として

安全性の向上に有効であろう。 

 

3.3 奨励：環境ポイント制度31の導入 

不特定多数による日常的な社会経済活動から生ずる環境問題には、規制的手法のみで対

応することは難しいため、有効的な経済的手法が期待される。すなわち、単なる規制や取締

りだけでは観光客や利用者からの理解と協力は得られず、環境保全に個人と社会との責任

関係を明確化するための「罰金制度」や「注意勧告」だけでなく、正確な環境意識の習慣化

を積極性に喚起する「インセンティブ制度」も不可欠である。まして、フフシルの広大な自

然に対し、行政の限られた人員・予算のみでは持続的な自然環境の管理は困難である。その

ため、経済的な奨励措置の活用やその他の公的関与などにより、民間における環境保全の意

欲を喚起するように慣習の定着が重要である。 

中国では従来の「表彰制度」や「報奨金制度」など、環境ポイント制度と類似する奨励機

制が存在していたが、人々を「拝金主義」の悪影響に嵌まり込ませることや財政の支出負担

になることを避けるべく、それの代わりとして、環境ポイント制度の導入を推奨する。 

ポイント制度の活用によって利用者の不適切な行動を減らす教育効果も期待される。す

 
30 高坂晶子（2020）『オーバーツーリズム 観光に消費されないまちのつくり方』210 頁〜228
頁、学芸出版社。 
31 豊岡市では 2015 年 4 月に開始した「健康ポイント制度」と「市民エコポイント制度」を統合

した「健康・環境ポイント制度」という前例があり、省エネや環境保全の取り組みにポイント券

を交付し、抽選で地元産の商品などが当たる仕組みである。また、日本政府が 2021 年 11 月に開

始した環境配慮行動に企業や自治体がポイントを付与する「グリーンライフポイント」制度など

が挙げられる。 
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なわち、国民が今まで以上に気軽に環境問題に取り組めるよう、インセンティブを与えると

いうことである。例えば、先行事例として日本の兵庫県豊岡市の「健康・環境ポイント制度」

や奈良市の「環境ポイント」、大阪府茨木市の「いばらき環境ポイント」、そして日本政府・

環境省が 2022 年 4 月より導入した「グリーンライフポイント」や中国・北京市の「市民ポ

イント制」、上海市の「緑色通帳」32、アリババのユーザー参加型の植樹ミニプログラムであ

る「アント・フォレスト（Ant Forest、螞蟻森林）」プロジェクト33が挙げられる。 

先述した事例から見ると、環境配慮行動からもたらされる幸福感・達成感やポイントを貯

めることを一種の楽しみとして扱うなど、人々の積極性を持続させることができるように

なる。同様に、フフシルで回収されたごみの点数に応じて奨励のボーナスポイントが還元さ

れる。一定のポイントが貯まると、フフシル野生動物保護基金（自然保護区の運営管理、修

繕工事などに充当する）もしくは地元少数民族の環境教育資金として寄付することが可能

である。また、ポイント交換を通じて何らかのフフシルの特典や記念グッズ、土産品と交換

で得られるようになる仕組みによって地域住民(遊牧民族やサービスセンターの経営者及

び駐在される兵士など)をはじめ、フフシルを訪れた人々に対してフフシルにおける「参加

体験型環境保全」に助力することが期待される。なお、ポイント制度実施後に所期の目的が

達成されたかどうかアンケートやインタビュー、モニタリングなどの手法を用いて、定期的

に測定、検証することも忘れてはならない。 

 

3.4 宣伝教育：社会・文化面から環境保全をサポートすること 

自然環境保全の活動は成果が出るまでに時間がかかることが多く、なかなか成果が見え

ないと人々の意欲が減退するため、短期間において成果として実感されやすい社会文化活

動と組み合わせ、地域住民や関係者のモチベーションを高めることが肝要である34。したが

って、フフシルの環境保全を「ブランディング（Branding）」35することによって環境保全の

意識を SNS 発信で拡散することを提言する。一定の期間をおいてフフシルの環境保全に関

する科学普及展示会・宣伝企画（講演会、絵画展、写真展やドキュメンタリー、テレビ宣伝、

書籍出版など）、もしくはワーケーションの展開など、様々な形式を通じて、フフシルの自

然を発信すると同時に、環境保全および生物多様性への認識を促すことが期待される。 

また、2006 年からフフシル自然保護区管理局によって一般民衆向けに既設された「生態

 
32 上海市では 2015 年からグリーンアカウント「緑色帳戸（緑色通帳）」という経済的なインセ

ンティブを付与するシステムを導入し、生ごみ分別に参加する市民を増やそうとしている。 
33 ユーザーは CO2の削減量に応じて付与された「グリーンエネルギー」と呼ばれるポイントを

使って、スマートフォン上の仮想空間に木を植えることができる。木が育つとアント・フォレ

ストや提携パートナーによって砂漠化した地域に実際に植樹される。 
34 足立佳菜子（2008）「事例研究からの考察」『住民参加による自然環境保全〜事例から見えて

きたこと〜』6 頁、独立行政法人国際協力機構地球環境部。

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11876828.pdf、2022 年 2 月 18 日閲覧。 
35 「ブランド構築」とも言う。ブランド独自の価値を高めた上で、それを消費者・顧客に認め

てもらう活動のことを指す。 
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保護と野生動物教育展覧センター」および「索南達杰」「沱沱河」「五道梁」など五つの自然

保護ステーションのほか、今後フフシルオリジナルな公式ホームページの開設およびティ

ックトック（TikTok）や YouTube などのようなプラットフォームの増設を通じて、オンライ

ン視聴の長所を生かし、リアルなフフシルの姿を世界中に発信されることに期待したい。 

 

3.5 社会信用：環境保全活動を社会信用スコアとバインディングすること 

企業のみならず、個人向けの環境保護信用スコア（個人の信用を数値化）を設けることも

不可欠である。中国では 2014 年に国家主導で「社会信用システム」の構築が進められ、2020

年はその基本構造の完成が目標とされていた。その構築のために始まった信用スコア制度

は、国民の信用度合いを格付けするシステムである。サポート手段として「ブラックリスト」

の導入によって社会全体における信頼を、個別・分散された信用へと置き換えるのである。

違反記録のある人に対し、身分証が必要な飛行機や「G 列車」（「高鉄」とも言い、中国版の

新幹線を指す）のチケットが買えないなどの緩やかなサンクションを与えるなど、ブラック

リストの情報は市場にアクセスし、公共サービス、移動、雇用、起業の是非などに影響をも

たらす。フフシルを訪れた人々が規則を確実に履行するか道徳的に正しい行為を選択する

かといった要素を可視化し、環境保全の効果をより発展させることが期待される。 

 

4 今後の課題：地域住民の不安を解消するには 

4.1 メディア統制の開放 

中国ではメディア統制策の一環として、民間企業が報道事業に参入することを禁止する

規制案が公表された36。しかし、環境保全の側面から見ると、中国政府は、環境問題の悪化

や再発をめぐるメディアの重要性（世論を誘導する力や教育宣伝の機能）と不可欠性（社会

的な課題に対する監督機能）を見落としている部分も見られる。社会学者の青柳みどりが述

べているように、人々の環境に関連する知識獲得にはメディアの役割が大きく、メディアは

「社会の鏡」のような存在である37。メディアによってもたらされる新しいイメージや考え

方、価値観は、それまでの伝統的なものに対して多大な影響をもたらす可能性がある。要す

るに、情報をもとに社会を構成する「考える力」を持っているわけである38。例えば日本で

は、水俣病などの公害問題に関する報道の分析、原子力報道の分析など、個別の環境問題を

テーマとする研究の中で、メディアの内容分析を中心に環境報道がテーマとして取り上げ

られてきた39。 

 
36 多部田俊輔（2021）「中国、民間企業の報道事業禁止案を公表 統制強める」『日本経済新

聞』（日経速報ニュースアーカイブ）2021 年 10 月 9 日、2022 年 5 月 19 日閲覧。 
37 青柳みどり（1997）「環境に関する知識格差に与えるメディアの効果」『環境社会学研究』3 巻

196 頁〜212 頁、環境社会学会。 
38 阿部治・高橋正弘（2000）「環境教育におけるメディアの役割」『環境メディア論研究論文集(環

境教育プロジェクト)』7 頁〜12 頁、地球環境戦略研究機関(IGES)。 
39 三上俊治（2000）「環境メディア論の現状と課題」『環境メディア論研究論文集(環境教育プロ
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他方、中国の地方政府や企業は、多発する環境汚染事故の実態を必ずしも積極的に公表せ

ず、隠し立てするきらいがあることから、フフシルにおける廃棄物の不法投棄の再発を是正

するには、今後報道の自由の拡大を抜きにして語るのは難しい。 

 

4.2 地域コミュニティとの連携及び NGO の育成 

経済学者の小島麗逸によれば、日本における 1960 年代以降の汚染された環境の回復と改

善は、中央政府や地方自治体の施策のみならず、民間にける「草の根」の運動が果たす役割

が大きかった。それに対して、中国政府指導者が環境問題の重要さと深刻さとを認識し始め

たのは 1972 年のストックホルム会議からであり、民衆の公害に対する苦情申し立てや抵抗

運動からではない40。すなわち、政府主導によるトップダウン的な施策が大前提であり、民

衆の様々な形での参加するのは軽視されがちである。 

また、中国の人治主義（中国政府・党による一元的に管理された実態）の影響で、NGO を

代表とする社会集団に対する規制が厳しく管理されており、NGO の役割を果たすどころか、

NGO の存在意義でさえ市民社会全体に十分行き渡っていない。なお、法律上あるいは社会

通念上においても、NGO という言葉に対して明確で統一された定義は存在しておらず、社

会的組織・公益目的事業・慈善組織・市民社会組織と混同されることが多い。 

フフシルの廃棄物処理を顧みると、今までフフシルの環境保全活動について、地域住民や

ボランティアより結成した巡視チームによってごみ回収、埋め立て、焼却することや環境保

護の指導を行ってきた。しかし、限られた人員・予算の問題だけではなく、社会への影響力

が小さいこと、専門的な調査研究や学際的、科学的なまたは政策的な情報などを入手するの

が難しいことから効果は限られている。 

気象学者の増田善信が指摘するように、そもそも公害や環境破壊は個々の労働者や住民

の問題であるだけでなく、同じ職場や地域を共有している労働者群やコミュニティの問題

であり、その大衆的な力でしか解決できないものである41。 

今後、既設の中国科学院西北高原生物研究所や中国科学院三江源国家公園研究院に加え

て、地域環境保全活動の継続、そして着実に推進するためのフフシルの環境保全をめぐる地

域コミュニティの参与及び環境 NGO 団体を設立することが急務である。それと同時に、正

確なデータを得るためにごみの種類や分量を記録し、発生源の業界団体（製造元）などに廃

棄物の削減を働きかける行動（ごみの実態調査）、環境保全に関する情報提供・知識の普及・

啓発事業などを推進することが求められている。コミュニティーの声に耳を傾け、チベット

代々伝承してきた伝統的な自然崇拝（nature worship）を継承しつつ、新しい技術（デジタル

遺産保存管理など）を積極的に活用することで、文化と自然の融合を実現することが期待さ

 
ジェクト)』1 頁〜6 頁、地球環境戦略研究機関(IGES)。 
40 小島麗逸（1993）「大陸中国-環境学栄えて環境滅ぶ-」『開発と環境シリーズ 開発と環境 

東アジアの経験』小島麗逸・藤崎成昭（編）61 頁〜112 頁、アジア経済研究所。 
41 増田善信（1990）『地球環境が危ない』193 頁、新日本新書。 
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れる。 

 

5 おわりに 

世界遺産観光においては、常に静謐な環境の保持（世界遺産条約で求められる真正性・真

実性の担保）と、遺産の価値を広く知ってもらうための来訪者、すなわち観光客の増加とい

う難しい両立を図らなければならない42。そのような状況で、世界遺産の中核である「保護」

を念頭に置きながら、フフシルにおける不法投棄の再燃を根絶させる提言を示した。 

まず、無人区とされていたフフシルでは人的活動がある以上、野生動物の保護というより

むしろ、それと接する人々の行動を誘導・制約すべきである。ただし、フフシルにおける不

法投棄を減らすには単なる入域禁止、罰金の徴収や罰則強化そして注意勧告だけでは十分

でない。政府による主導を前提として、フフシルで起こっている環境汚染の現状に焦点を合

わせて、政府・企業・地域住民・観光者などによる参加型環境保全を推進し、早期発見につ

なげるためのパトロールの強化に加えて衛星通信技術に基づくインターネット伝送・監視

システムを駆使することが重要である。 

次に、現時点で新たな廃棄物処分場の選定・増設が難しい中、フフシルにおける大規模な

清掃活動を展開することより人々に自発的な環境保全の意識（地域住民によるごみ分別促

進の取り組みを捉えなおすことなど）やフフシルを訪れる利用者（観光客を含む）に対する

ごみ量の削減行動の推進（ごみを持ち込ませない、持ち込んだごみは 3R43の概念で処分さ

れることによってごみ量を次第に減らすこと）を育むことに重きを置いたほうがより根本

的である。一方、従来の主体である罰金制度を更新するインセンティブが働いていないこと

と、民衆による検討やメディア参与を厳しく制限されている政治風土から、得られる成果は

薄い。よって、環境ポイント（インセンティブ制度）と宣伝教育からサポートすることを通

じて、住民や関係者の間で環境保全に関する意識を昂揚させ、自覚性と積極性を高めると同

時に、フフシルを訪れた人々の不良な素質を改善し、不適切な行為を正常に導く教育効果も

期待される。 

そして、環境教育は長期的な生涯学習の側面を有するため、環境保全活動をメディアの監

督や社会信用スコアと関連づけることを通じて、常に人々が意識を緩めないことも肝要と

なる。フフシルにおける繰り返される廃棄物の不法投棄を再発させないように、来訪者とし

てレスポンシブル・ツーリズム（責任ある観光）の意識を配慮しながら、フフシルの自然美

 
42 深見聡・沈智炫（2018）「世界遺産観光における観光教育の重要性：「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」を事例に」『日本観光研究学会全国大会学術論文集』33 号 265 頁〜268

頁、日本観光研究学会。 
43 3R とは廃棄物を減らす・循環させるための取り組みであり、リデュース（Reduce、捨て

るものを減らすこと）、リユース（Reuse、繰り返し物を使うこと）、リサイクル（Recycle、
再資源化して再利用すること）といった三つの単語の頭文字をとって作られた造語である。

また、3R の推進は発展途上国の中国にとって 2025 年までに資源循環型利用体系の確立を

構築するには欠かせない概念であるため、重視せねばならない。 
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を享受すると同時に、「自然遺産」に対する責任（フフシルの自然状態を維持すること、及

びフフシルで生息している野生動植物の命を守り、その生命の形式を尊重すること）を果た

すべきである。 

最後に、フフシルにおける廃棄物の不法投棄をむしろ環境保全への転換期にあたる時期

と捉え、フフシルを訪れる人々に自然環境と人間環境とのかかわりを学んでもらえ、エコツ

ーリズムが持つ理念を具体化していく「学びの場」とするのも検討してみる価値もあろう44。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 深見聡・井出明（編）「トピック 6 世界自然遺産・屋久島の現状」『観光とまちづくり−地域

を活かす新しい視点−』101 頁〜102 頁、古今書院。 
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The Emergence of Environmental Problems Associated with the Commercialization  

of World Heritage Sites: 

A Case Study of Illegal Dumping in Hoh Xil 

 

FUKAMI Satoshi（Nagasaki University） 

CHEN Wensheng（Association of Japan-China Human and Social Studies） 

 

This paper analyzed the environmental pollution （Tourists littering waste and the resulting 

compound pollution）caused by the commercial tourism development of The World Heritage "Hoh 

Xil" By means of a literature survey and puts forward a feasible plan. Since Hoh Xil was selected as 

a World Heritage Site, with the rapid development of regional tourism, the problem of illegal waste 

disposal by tourists has become increasingly prominent. If no environmental protection measures are 

taken, Hoh Xil will not only lose its value as a world heritage site, but also cause more regional 

ecological pollution,which is the main cause of unease among the local residents. to address this 

issue,we consider that we should develop people's environmental awareness from the aspects of 

legislation, supervision, reward, publicity and education. 

 

Keywords: Hoh Xil, illegal dumping, combined pollution, commercialization of world heritage, 

environmental education． 

 


